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LNG基地の第三者利用制度

 LNG基地の第三者利用制度は、ガス製造事業者にガス受託製造約款の策定義務や液化ガス貯蔵設備の
容量等の公表義務等を課すものである。

＜ガス事業法（昭和２９年法律第５1号） ＞
（定義）
第二条 （略）
２～８ （略）
９ この法律において「ガス製造事業」とは、自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であつて、
その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

１０～１３ （略）

（ガス受託製造約款）
第八十九条 ガス製造事業者は、ガス受託製造（他の者の委託を受けて、当該他の者の液化ガスを原料として行う当該ガス製造事
業者が維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いた当該他の者のためのガスの製造をいう。以下同じ。）に係る料金その
他の条件について、経済産業省令で定めるところにより、ガス受託製造約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大
臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２～４（略）
５ 経済産業大臣は、ガス製造事業者が正当な理由なくガス受託製造を拒んだときは、そのガス製造事業者に対し、ガス受託製造を
行うべきことを命ずることができる。

（液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務）
第九十条 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備の容量、当該ガス製
造事業者が当該液化ガス貯蔵設備において貯蔵する当該ガス製造事業者の液化ガスの量の見通し、ガス発生設備の種類及び能
力その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。

２ （略）
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第三者利用制度の対象となるLNG基地

 ガス事業法に基づくガス受託製造約款の策定等の義務は、容量が計20万kl以上であって、ガス事業の用に
供する導管と接続している液化ガス貯蔵設備を維持・運用する事業者に課されている。

 この整理は、ガスシステム改革小委員会における下記の議論を踏まえたもの。

①タンクの容量が一定規模未満であるLNG基地については、その物理的な制約により、LNG基地の第三者
利用に係る強いニーズがあるとは考えにくい

②ガス事業の用に供される導管と直接接続していないLNG基地は、ガス小売事業者間の競争促進に資する
ことが想定されない

＜ガス事業法（昭和２９年法律第５1号） ＞
（定義）
第二条
９ この法律において「ガス製造事業」とは、自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であつて、そ
の事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

＜ガス事業法施行規則（昭和４５年通商産業省令第９７号）＞
（ガス製造事業に該当する液化ガス貯蔵設備の要件）
第五条 法第二条第九項の経済産業省令で定める要件に該当する液化ガス貯蔵設備は、一の製造所におけるその容量の合計が二
十万キロリットル以上のものであつて、ガス事業の用に供する導管と接続しているものをいう。



（出典）事業者資料等

石狩ＬＮＧ基地
北海道ガス
380,000kl (2基)

吉の浦火力発電所
沖縄電力
280,000kl (2基)

港工場
仙台市ガス局
80,000kl (1基)

日本海ｴﾙ･ｴﾇ･ｼﾞｰ新潟基地
東北電力・新潟県・
日本政策投資銀行・
石油資源開発
720,000kl (8基)

直江津ＬＮＧ基地
国際石油開発帝石
360,000kl（2基）

袖ヶ浦工場
東京ガス・東京電力
2,660,000kl (35基)

富津基地
東京電力
1,110,000kl (10基)

扇島工場
東京ガス
850,000kl (4基)

根岸工場
東京ガス・東京電力
1,155,000kl (14基)

知多ＬＮＧ事業所
東邦ガス・中部電力
640,000kl (7基)
知多ＬＮＧ共同基地
東邦ガス・中部電力
300,000kl (4基)
知多緑浜工場
東邦ガス
620,000kl (3基)四日市ＬＮＧセンター

中部電力
320,000kl (4基)

川越火力発電所
ＬＮＧ設備
中部電力
840,000kl (6基)

四日市工場
東邦ガス
160,000kl (2基)

堺ＬＮＧセンター
関西電力・コスモ石油
岩谷産業・宇部興産
560,000kl (4基)

水島ＬＮＧ基地
ＪＸTGｴﾈﾙｷﾞｰ
中国電力
320,000kl (2基)

廿日市工場
広島ガス
170,000kl (2基)

北九州ｴﾙ･ｴﾇ･ｼﾞｰ戸畑基地
九州電力・新日鐵住金
480,000kl (8基)

長崎工場
西部ガス
35,000kl (1基)

鹿児島工場
日本ガス
86,000kl (2基)  

大分ＬＮＧ基地
九州電力・ 大分ガス
460,000kl (5基)

姫路製造所
大阪ガス
740,000kl (8基)

泉北製造所第二工場
大阪ガス
1,510,000kl (17基)

泉北製造所第一工場
大阪ガス
275,000kl (2基)

ひびきＬＮＧ基地
西部ガス・九州電力
360,000kl（２基）

日立ＬＮＧ基地
東京ガス
230,000kl (1基)

八戸ＬＮＧターミナル
ＪＸTGｴﾈﾙｷﾞｰ
280,000kl（２基）

東扇島基地
東京電力
540,000kl (9基)

清水ＬＮＧ袖師基地
静岡ガス・JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ

337,200kl (3基)

姫路ＬＮＧ基地
関西電力
520,000kl (7基)

相馬ＬＮＧ受入基地
石油資源開発
230,000kl（1基）

・稼働中のＬＮＧ輸入基地

・計画中、建設中のＬＮＧ輸入基地

新居浜ＬＮＧ基地（仮）
新居浜LNG（仮）
230,000kl (1基)

平成31年1月

坂出ＬＮＧ基地
四国電力・
コスモ石油・四国ガス
180,000kl (1基)

（参考）主なLNG基地
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第三者利用制度の対象外のLNG基地に関する措置

 ガス事業法上のガス受託製造約款の策定等の義務が課されない下記類型Ｂ、ＣのLNG基地の事業者（そ
の他LNG基地事業者）については、「ガスシステム改革小委員会報告書」（2015年1月）を踏まえ、「適正
なガス取引についての指針」上の望ましい行為として、適切な条件での第三者利用への対応を位置付けてい
る。

＜適正なガス取引についての指針（2019年1月15日改定） p.17より抜粋＞
Ⅲ 製造分野における適正なガス取引の在り方
１ 考え方
（１）LNG基地の第三者利用

③ 法定ＬＮＧ基地に該当しないＬＮＧ基地（以下「その他ＬＮＧ基地」という。）を維持し及び運用する事業者（以下「そ
の他ＬＮＧ基地事業者」という。）は、ガス事業法に基づくガス受託製造の義務が課せられるものではないが、ガスの卸売市
場の活性化を図る観点から、第三者から自己が維持し及び運用するその他ＬＮＧ基地の利用の申出を受けた場合には、当
事者間の相対交渉を通じて適切な条件で応じることが望まれる。

ガス受託製造約款策定義務に係るLNG基地の整理

類型 ガス導管との接続 貯蔵容量 ガス受託製造約款
策定義務

基地のイメージ

Ａ 接続 20万kl以上 有  外航船受入の基地

Ｂ 接続 20万kｌ未満 無※  外航船又は内航船受入の小規模基地
 タンクローリー受入のサテライト基地

Ｃ 未接続 ー 無※  発電事業用の基地
 タンクローリーへの積替用の基地

※ 適切な条件での第三者利用への対応は、「適正なガス取引についての指針」上の望ましい行為
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（参考）第30回ガスシステム改革小委員会（2016年3月31日）資料5 事務局提出資料より抜粋 1/4
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（参考）第30回ガスシステム改革小委員会（2016年3月31日）資料5 事務局提出資料より抜粋 2/4
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（参考）第30回ガスシステム改革小委員会（2016年3月31日）資料5 事務局提出資料より抜粋 3/4
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（参考）第30回ガスシステム改革小委員会（2016年3月31日）資料5 事務局提出資料より抜粋 4/4
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第三者利用の実績と適取GL改定等

 これまでに第三者によるガス製造事業者への利用申請は複数行われたが、基地利用の実績は存在しない。

 こうした状況と電力・ガス取引監視等委員会からの建議（2018年12月6日）を踏まえ、法定LNG基地の
第三者利用を促進すべく、 2019年1月15日に「適正なガス取引についての指針」を改定したところ。

 また、本WGで別途御議論いただいているように、第1・第2グループの供給区域においてガス小売事業への新
規参入を支援するための、都市ガスの卸供給促進措置を検討している。

「適正なガス取引についての指針」の2019年1月改定の概要

① 製造設備の余力見通しの適切な開示の在り方

② ルームシェア方式における適切な課金標準の在り方

③ 貯蔵料金の算定に係る配船調整の考え方

④ 基地利用料金の適切な情報開示の在り方

⑤ あっせん・仲裁の利用促進について
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（参考）第186回電力・ガス取引監視等委員会（2018年12月6日）資料4-3 1/4
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（参考）第186回電力・ガス取引監視等委員会（2018年12月6日）資料4-3 2/4
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（参考）第186回電力・ガス取引監視等委員会（2018年12月6日）資料4-3 3/4
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（参考）第186回電力・ガス取引監視等委員会（2018年12月6日）資料4-3 4/4
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（参考）規制改革実施計画

 2018年6月15日閣議決定の規制改革実施計画では、ガス受託製造約款の策定が義務付けられるLNG基
地の対象拡大について利用事業者の意見も広く取り入れて検討することとされた。

＜規制改革実施計画（2018年6月15日閣議決定）＞
●事項名

No.36 ガス小売市場における競争促進（LNG基地の第三者利用の促進）

●規制改革の内容
LNG基地の第三者利用を促進する観点から、以下の措置を講ずる。
a 事業者のニーズや新規参入の状況等を踏まえ、利用約款の策定が義務付けられるLNG基地の対象拡大について利用希望者の意
見も広く取り入れて検討し、結論を得る。

●実施時期
a:平成30年度検討開始、平成31年度結論
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検討方針（案）

 ガス小売市場における競争促進のためにガス製造事業者の対象を拡大すべきか、事業者ニーズや新規参入
の状況等を踏まえ検討する。

 検討に当たっては、ガス導管に接続している類型Bの基地を検討対象とし、ガス導管に接続しておらずガス事
業上の利用ニーズが生じ難い類型Cの基地は検討対象外としてはどうか。

 類型Bの基地に関するニーズ調査では、実現可能性のある利用希望者の存否について広く意見を求めるととも
に、基地を運用するガス事業者や海外からのLNG調達事業者へのアンケート等により利用希望の実績を確認
することとしてはどうか。

ガス受託製造約款策定義務に係るLNG基地の整理（再掲）

類型 ガス導管との接続 貯蔵容量 ガス受託製造約款
策定義務

基地のイメージ

Ａ 接続 20万kl以上 有  外航船受入の基地

Ｂ 接続 20万kｌ未満 無※  外航船又は内航船受入の小規模基地
 タンクローリー受入のサテライト基地

Ｃ 未接続 ー 無※  発電事業用の基地
 タンクローリーへの積替用の基地

※ 適切な条件での第三者利用への対応は、「適正なガス取引についての指針」上の望ましい行為


